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平
成
28
年
度
か
ら
の
人
間

ド
ッ
ク
検
診
助
成
額
等
変

更
の
お
知
ら
せ

　

人
間
ド
ッ
ク
検
診
助
成
事
業
は
、

疾
病
の
早
期
発
見
や
健
康
保
持
増

進
に
効
果
を
発
揮
し
、
市
と
し
て

は
、
特
定
健
診
や
が
ん
検
診
と
同

様
、
引
き
続
き
推
進
し
て
い
く
事

業
の
一
つ
で
す
。

　

今
後
も
、
長
く
被
保
険
者
の
み

な
さ
ん
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
と

安
定
し
た
財
政
運
営
及
び
公
平
性

の
観
点
か
ら
見
直
し
を
行
い
、
来

年
度
よ
り
次
の
よ
う
に
助
成
額
等

の
変
更
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

【
変
更
内
容
】

■
国
民
健
康
保
険

（
助
成
額
の
変
更
）

・
現　

行　

検
診
費
用
の
７
割

・
変
更
後　

一
律
２
５
，０
０
０
円

■
後
期
高
齢
者
医
療

（
助
成
額
の
変
更
）

・
現　

行　

一
律
１
０
，０
０
０
円

・
変
更
後　

一
律
２
５
，０
０
０
円

（
助
成
対
象
医
療
機
関
の
拡
充
）

・
現　

行　

委
託
医
療
機
関
の
み

・
変
更
後　

 

委
託
医
療
機
関
以
外

で
も
助
成
可
能

※ 

現
行
で
は
、
国
民
健
康
保
険
と

後
期
高
齢
者
医
療
の
人
間
ド

ッ
ク
助
成
事
業
に
お
い
て
大

き
な
格
差
が
あ
り
ま
す
が
、
平

成
28
年
度
か
ら
は
、
両
者
同
じ

取
扱
い
と
な
る
よ
う
に
改
正

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
☎（
40
）５
５
５
６

避
難
行
動
要
支
援
者
調

査
を
実
施
し
ま
す

　

東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
災
害

等
が
発
生
し
た
場
合
、
高
齢
者
や

障
が
い
の
あ
る
方
等
、
ハ
ン
デ
ィ

を
お
持
ち
の
方
に
は
、
災
害
時
の

行
動
に
支
援
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
災
害
時
等
に
要
支
援

者
の
生
命
や
身
体
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
支
援
を
必
要

と
す
る
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る

方
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、

民
生
委
員
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き

次
の
と
お
り
実
態
調
査
を
行
い
ま

す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
つ
い
て
は
、

本
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

い
た
う
え
で
、
調
査
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
調
査
対
象
者

① 

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高

齢
者
世
帯
及
び
高
齢
者
の
み

世
帯
の
方

② 

身
体
障
が
い
者
手
帳
１
・
２
級

を
お
持
ち
の
方

③ 

療
育
手
帳
Ａ
・
Ａ
１
・
Ａ
２
を

お
持
ち
の
方

④ 

精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
を
お
持
ち
の
方

■
調
査
方
法

　

高
齢
者
に
つ
い
て
は
地
区
担
当

の
民
生
委
員
が
直
接
伺
い
ま
す
。

高
齢
者
以
外
に
つ
い
て
は
、
前
回

の
実
態
調
査
時
に
同
意
を
い
た
だ

い
て
い
る
方
に
は
民
生
委
員
が
訪

問
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
対
象

者
の
方
に
は
調
査
用
紙
を
郵
送
し

ま
す
。

■
調
査
実
施
時
期

10
月
上
旬
〜
12
月
下
旬

■
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課
☎（
52
）１
１
１
５

　

社
会
福
祉
課
☎（
52
）１
１
１
２

※
日
中
高
齢
者
の
み
の
方
、
特
定

疾
患
患
者
福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方

① 
昼
間
、
家
族
が
仕
事
に
出
て
い

て
、
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
で
い

る
高
齢
者
ま
た
は
高
齢
者
の

み
世
帯
に
該
当
す
る
方

② 

特
定
疾
患
患
者
福
祉
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
で
、
こ
の
趣

旨
に
ご
了
解
い
た
だ
け
る
方

は
調
査
用
紙
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
高
齢
福
祉
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
避
難
行
動
要
支

援
者
名
簿
に
登
録
し
ま
す
。

■
期
限　

12
月
25
日
㈮

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

①
に
つ
い
て
は
高
齢
福
祉
課

　

☎（
52
）１
１
１
５

②
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉
課

　

☎（
52
）１
１
１
２

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？

「
検
察
審
査
会
」

　
「
交
通
事
故
や
詐
欺
な
ど
の
犯

罪
被
害
に
遭
い
、
警
察
や
検
察
庁

に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事

件
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
ず
、
ど

う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
。」

　

こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の

方
は
、
検
察
審
査
会
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
や
申
立
て
の
費
用

は
一
切
無
料
で
、
秘
密
も
堅
く
守

ら
れ
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を

有
す
る
国
民
の
中
か
ら
く
じ
で

選
ば
れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員

が
、
検
察
官
の
行
っ
た
不
起
訴
処

分（
刑
事
裁
判
に
か
け
な
い
処
分
）

が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
を
審
査
し
ま
す
。

　

な
お
、
詳
し
く
は
、
宇
都
宮
検

察
審
査
会
事
務
局
ま
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

宇
都
宮
検
察
審
査
会
事
務
局

　

☎
０
２
８（
３
３
３
）０
０
１
４

「
知
事
と
語
ろ
う
！
と
ち
ぎ

元
気
フ
ォ
ー
ラ
ム
」の
開
催

　

県
民
参
加
に
よ
る
開
か
れ
た
県

政
の
推
進
を
図
る
た
め
、「
知
事

と
語
ろ
う
！
と
ち
ぎ
元
気
フ
ォ
ー

ラ
ム
」
を
各
地
域
で
開
催
し
て
い

ま
す
。

■
開
催
期
日

　

12
月
５
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
〜

　
（
２
時
間
程
度
を
予
定
）

■
開
催
場
所

　

南
河
内
公
民
館
２
階
ホ
ー
ル

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
県
民
生
活
部
広
報
課

　

☎
０
２
８（
６
２
３
）２
１
５
８

自
動
交
付
機
停
止
の

お
知
ら
せ

　

シ
ス
テ
ム
切
り
替
え
作
業
の
為

10
月
24
日
㈯
・
25
日
㈰
の
２
日
間
、

自
動
交
付
機
が
停
止
し
ま
す
。
ご

不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
☎（
40
）５
５
５
７

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

相　
　

談

就　
　

職

募　
　

集

くらしの情報


